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CDP（キャリア・ディベロップメント・プログラム）とは？

独学では合格困難な難関試験の現役合格を目指す
金沢星稜大学・金沢星稜大学女子短期大学部
独自の教育プログラム。それが「CDP」です。

基礎科目一覧（コース必修1科目を含め、2科目以上を選択）  
科 目 学 習 内 容 必 修 コ ー ス 回 数 授 業 形 態

知能基礎 公務員採用試験に必要な「一般知能」の基礎学習を行います。 公務員 12 回

オンデマンド
講座

教職基礎 教員採用試験に必要な「教職教養」の基礎学習を行います。 教員 12 回

会計基礎 会計系の資格試験に必要な「簿記会計」の基礎学習を行います。 会計 12 回

語学基礎 コース共通科目として「英語」の基礎学習を行います。
共通

11 回

情報基礎 コース共通科目として「情報技術」の基礎学習を行います。 11 回 ライブ講座

1年次前期に「基礎科目」を
導入して基礎力を強化

02

01

03

効率的な時間利用と経済的負担の軽減

「新しい学習環境」の提供を開始！

本学CDPと一般的なダブルスクールの比較

　職業として高い人気を維持している、公務員、教員、税理士。その合格は近年の社会情勢などにより年々厳しくなり、受験生
は受講料の経済的負担や膨大な学習時間の確保、専門スクールの選択など、困難な問題に多く直面しています。
　このような状況を解決するため、金沢星稜大学、金沢星稜大学女子短期大学部では、大学内で受講できる専門職業の受験
プログラム「CDP（キャリア・ディベロップメント・プログラム）」を導入し、大手予備校に匹敵する質の高い講義を安価な受講
料で、誰でも受講できるように学習環境を整備しました。
　CDPは現役合格を目指し、無駄なく効率的に学習。仲間と一緒に難関試験合格に向けて成長することができる本学独自の
教育プログラムです。

※CDPの各コースは、エクステンション課が管理・運営・指導を行っています。

※最大5科目の履修が可能

※上記内容は2021年4月現在の内容で、あくまでも合計金額の目安です。
※CDPは1年次〜4年次の合計です。

※受講料・教材費は年度ごとに異なります。

学習期間 学習時間 受講料

予備校 CDP 予備校 CDP 予備校 CDP

公務員（行政） 10カ月 30カ月 254時間 680時間 500,000円 400,000円

税理士（1科目） 11カ月 15カ月 252時間 300時間 250,000円 150,000円

教員（小学校） 7カ月 32カ月 214時間 280時間 485,000円 240,000円

大学行事と連携しているので、1年次より効率的に勉強
時間が確保でき、ダブルスクールするよりも経済的負担
を抑えることができます。

授業以外の多彩なサポート体制

04 CDP講師＆専門スタッフが
最終合格まで徹底サポート

サポート 内容

学習サポート
（特訓ゼミや勉強会の実施）

公務員 ： 法律・経済・知能系分野の特訓ゼミ・朝ゼミの実施
教　員 ： 模擬授業や実技対策の実施
会　計 ： 勉強会（試験直前個別学習）の定期的な実施

試験情報誌・試験実施報告書・
自習スペースの提供

受験対策に必要な情報（受験雑誌・新聞）や試験実施報告書が閲覧できます。また、大学での学
習スペースとして個別ブースを備えた専用自習スペースを完備しています。

外部模擬試験の導入
試験直前勉強会の実施

全国の受験者を対象にした外部模擬試験（実力判定模擬試験）を数多く実施しています。また
試験直前に弱点補強や学生同士の交流を深めるため、強化勉強会も実施しています。

職業説明会の実施
合格者体験談

職業研究として卒業生や合格者、各自治体の業務担当者、実務家の方を招き、職業説明会を定
期的に実施しています。合格秘話や実際の仕事の内容を聞くことができる絶好の機会です。

学習上の悩みを早期に解決させるためのサポート体制が充実。
CDP担当講師はもちろん、エクステンション課スタッフも「事
務」と「講師」の両軸で受講者を最後までフルサポートします。

進路変更の可能性や学習上の不安を解消し、各分野の基礎力を向上させるため
の「基礎科目」を導入。それぞれの試験に必要な科目に加えて好きな科目を自由
に学習した後で、1年次後期から受講するコースを決定することができます。

これまで、通常行ってきた対面講義スタイル（ライブ講座）に加え、講座の内容や性質、状況に合わせて最適な学習環境を用意。新型
コロナウイルス感染症対策はもちろん、場所を選ばず何度でも学ぶことができるオンデマンド講座を用意するなど、受講者はデジタ
ル技術を活用した「新しい学習環境」で学んでいます。

オンライン・オンデマンドと
ライブの併用で

反転授業が可能に

LMS（学習管理システム）を導入！

いつでも・どこでも
何度でも

学習できる

場所を選ばず
学習できる

CDPでは、eラーニング（オンデマンド学習）に必要な学習教材の配
信や、受講生の成績、学びの進捗状況を管理する学習管理システム

『LMS』を、2021年度より先行導入しました。これにより、学習の効
率化はもちろん、eラーニングと対面講義のストレスフリーな両立
を実現しています。

ハイブリッド講座
ライブとオンライン・オンデマンドを

組み合わせた授業

オンデマンド講座
学習管理システム（LMS）による

録画配信形式の授業

オンライン講座
リアルタイム形式の

オンライン授業
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CDP公務員

充実した「特待生制度」で学生生活を強力にバックアップ！

大　学

短　期
大学部

家賃・遠距離通学費支援制度

家賃・遠距離通学費支援制度

簿記特待生（全商1級／日商2級）

成績優秀特待生

 社 会 の ために働く、誇りある仕 事に就きたい！

（大卒区分/保育士）

総 合 職

裁 判 所 職 員 一 般 職

一 般 職

国 税 専 門 官

基本的に東京勤務ですが、省庁により2～3年程度の間隔で
地方への出向（転勤）があります。本人の希望や適性も考慮
のうえ、海外留学や他府省、地方公共団体、国際機関、民間勤
務など、さまざまな勤務経験を積むことが可能です。

国家公務員は、大きく分けると「総合職」「一般職」「専門職」の３つに分かれます。総合職や一般職の国家公務員試験は複数の
官庁がまとめて採用試験を行い、合格後に官庁訪問をして、各官庁より内定が出されます。総合職と一般職の違いは、総合職
が基本的に中央官庁のみの採用であるのに対し、一般職は中央官庁のほか、出先機関での採用もあるところが特徴です。ど
ちらも採用試験合格後、官庁訪問を経て採用が確定します。

裁判所のスムーズな運用を図るための事務や裁判手続の補
助業務を担当します。受験した高等裁判所管轄内の裁判所
の裁判部門、もしくは司法行政部門へ配属されます。

中央省庁だけではなく、税関や労働局など、地方機関も含め
た幅広い選択肢の中から勤務先を選択できます。官庁訪問時
の選択で自分の職場を決めます。基本的に府省をまたいだ異
動はなく、一度入った府省の中でずっと働くことになります。

税務署や国税局に勤務し、法律・経済・会計に関する知識を駆
使して、申告納税制度を支える専門職です。採用後は研修で
税金や会計に関する基礎知識を修得し、研修終了後に税務署
や国税局に配属されます。

行 政 職

資 格 免 許 職（ 公 立 保 育 士 ）公 安 職（ 警 察 官・消 防 官 ）

行政職は、主に事務的な仕事がメインとなります。庁舎等での窓口
業務も行政職となります。「行政事務」「一般事務」「事務」など、自治
体により名称が違うところもあります。また、「学校事務」「警察事務」
などは、同じ事務職でも区分により募集・採用が行われています。

地方公務員は、都道府県庁や市役所、町・村役場、あるいは地方の警察署や消防署で働く公務員を指します。職種は、行政職
をはじめ、公安職、資格免許職（保育士）、心理職、福祉職、技術職など、仕事の種類により大別されています。試験自体は全国
の自治体が実施しているため、試験内容や方法なども各自治体によって異なります。心理職、福祉職、技術職は特定の専門知
識を要するため、CDPでは対象としていません。

資格免許職は、行政機関が発行する免許や資格を取得した人
が働く職種です。CDPでは、保育士が対象となります。公立の
保育園などで勤務するため、公務員試験の合格と合わせて、保
育士資格の取得が必須となります。

学校事務  小・中学校・高校・特別支援学校で、学校運営
を支えるさまざまな業務を行います。
警察事務  警察本部や各警察署で、警察活動を支えるさ
まざまな業務を行います。

社会の安全と平和を守る仕事に携わるのが公安職です。警
察官は都道府県での採用となり、消防官は市町村または広域
組合等での採用となります。筆記試験に加えて、身体検査や
体力測定が課されます。

　高い公務員人気が続くなか、試験問題の難易度の高さ、出題範囲の広さ、採用数の減少、志望学生の増加などを理由に、
試験突破の道のりは年々厳しくなっています。CDP公務員コースでは、国税専門官、国家公務員一般職、地方上級公務員
などの行政職、警察官、消防官などの公安職、公立保育士の合格を目指し、1年次から計画的・体系的に学習を行います。

金沢星稜大学では、入学者選抜試験の成績や在学中の学業成績に応じて、さまざまな特待生制度を用意しています。学費や
講座受講料だけでなく、交通費や住居費など、あらゆる面で成績優秀者をサポートしており、真摯に勉学に励む学生のキャン
パスライフを全力で応援します。

 国家公務員

 地方公務員

※選考方法の詳細は、大学案内、大学ホームページをご確認ください。

本学が指定するエリアに居住している方で、学校
推薦型選抜[公募制方式（一般／専門学科・総合

学科）]と一般選抜[一般方式（A 日程）]の各選抜におい
て成績上位で合格し、入学した方。

通学費用、またはアパート等の住居費の補助（月
額上限20,000円×12カ月※通学費用は実費に

限る）。
ただし、自家用車等での通学となった際は制度対象外。

【対象】本学が指定するエリアに居住している方
で、一般選抜（一般方式A 日程・一般+ 共通テス

ト併用方式A 日程）において席次上位で合格し、入学
する者。

通学費用、またはアパート等の住居費の補助（月
額上限20,000円×12カ月※通学費用は実費に

限る）。
ただし、自家用車等での通学となった際は制度対象外。

全商簿記1級または日商簿記2級を取
得した者および高等学校卒業までに取

得見込みの者で、本学の推薦基準に達し、高
等学校長からの推薦を受けた者が、学校推薦
型選抜（簿記検定特待生方式）で合格し、1年
次に「CDP会計」を受講する者。

1年次前期授業料の半額（全商1級）、ま
たは全額（日商2級）を免除。

一般選抜（大学入学共通テスト利用方
式A 日程）の席次上位で合格し、入学す

る者。
年間授業料1年次：96 万円免除
2年次以降：60 万円免除

対象対象

対象 対象

補助
内容

補助
内容

補助
内容 補助

内容

1年次 2年次 3年次 4年次

選
考
時
期

特待生の
選考なし

1年次終了時点の成績により
特待生を選考（1年間）

2年次終了時点の成績により
前期特待生を選考 特待生は選考せず

試験合格後の
インセンティブ制度を適用3年次前期終了時点の成績

により後期特待生を選考

免
除（
支
給
）金
額

CDP受講料の
全額免除

（成績上位50名程度）

CDP受講料（各半期分）の
全額免除

（成績上位40名程度）

●公務員採用試験（教養+専門）合格者
●教員採用試験合格者
●税理士試験科目合格者

●公務員採用試験（教養、保育士）合格者
●日商簿記検定1級合格者
●全経簿記上級合格者

CDP特待生制度の概要

CDP特待生制度により、CDP受講料が免除

40万円
支給

20万円
支給

前期

後期

対象：金沢星稜大学

２年次以降、同一学年のCDP受講者の中から、大学の成績とCDP講座の成
績により「特待生選考」を行います。さらに、試験合格職種によるインセン
ティブ制度（合格報奨）もあり、合格までの経済面もしっかりサポートします。

05
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CDP合格者数の推移（2008～2021）

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 合計

公務員（大学） 15 15 13 17 20 26 15 38 38 33 39 45 42 54 410

公務員（短大） 6 7 9 12 5 9 13 61

公務員（保育） 5 8 9 7 8 9 6 52

教員（全校種） 5 6 6 11 19 18 20 26 24 33 36 35 239

税理士（科目） 2 2 3 4 1 2 2 5 0 6 1 4 8 3 43

合計 17 17 21 27 27 39 36 72 73 83 83 95 104 111 805

資料３-２
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金沢星稜大学の近年の就職率
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金沢星稜大学　《入学試験状況の変遷》

志願者データは延べ人数

年 度
平成11
（1999）

平成12
（2000）

平成13
（2001）

平成14
（2002）

平成15
（2003）

平成16
（2004）

平成17
（2005）

平成18
（2006）

平成19
（2007）

平成20
（2008）

平成21
（2009）

平成22
（2010）

平成23
（2011）

平成24
（2012）

平成25
（2013）

平成26
（2014）

平成27
（2015）

平成28
（2016）

平成29
（2017）

平成30
（2018）

平成31
（2019）

令和2
（2020）

令和3
（2021）

令和4
（2022）

募集人員 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 430 430 480 480 500 500 575 575 658 658 658 658 658

志 願 914 761 734 675 581 556 645 681 839 864 1312 1444 1610 1690 2068 2064 2046 3007 3665 3696 4039 4697 3805 3721

入 学 383 377 428 366 346 380 441 397 450 479 528 515 546 559 617 548 587 627 648 663 713 666 659 710

倍 率 2.6 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.6 1.7 2.1 2.2 3.3 3.4 3.7 3.5 4.3 4.1 4.1 5.2 6.4 5.6 6.1 7.1 5.8 5.7
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平成13
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平成16
（2004）
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平成18
（2006）
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（2016）

平成29
（2017）

平成30
（2018）

平成31
（2019）

令和2
（2020）

令和3
（2021）

令和4
（2022）

募集人員 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 430 430 480 480 500 500 575 575 658 658 658 658 658
志願 914 761 734 675 581 556 645 681 839 864 1312 1444 1610 1690 2068 2064 2046 3007 3665 3696 4039 4697 3805 3721
入学 383 377 428 366 346 380 441 397 450 479 528 515 546 559 617 548 587 627 648 663 713 666 659 710
倍率 2.6 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.6 1.7 2.1 2.2 3.3 3.4 3.7 3.5 4.3 4.1 4.1 5.2 6.4 5.6 6.1 7.1 5.8 5.7
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資料5_【重要】履修モデル_20230201 (1).xlsx

経済学部地域システム学科履修モデルA

1Q
単
位
数

2Q
単
位
数

3Q
単
位
数

4Q
単
位
数

計 1Q
単
位
数

2Q
単
位
数

3Q
単
位
数

4Q
単
位
数

計 1Q
単
位
数

2Q
単
位
数

3Q
単
位
数

4Q
単
位
数

計 1Q
単
位
数

2Q
単
位
数

3Q
単
位
数

4Q
単
位
数

計

学修力の育成 教養ゼミナールA 1 教養ゼミナールB 1 教養ゼミナールC 1 教養ゼミナールD 1 4 0 0 0 4

思考力の育成
MDASHリテラ
シーⅠ

1
MDASHリテラ
シーⅡ

1 2 統計学Ⅰ 1 論理学Ⅰ 1 論理学Ⅱ 1 3 0 哲学Ⅰ 1 1 6

表現力の育成 情報リテラシーⅠ 1 情報リテラシーⅡ 1 2 0
コミュニケーション
論Ⅰ

1 1 デザイン学A 1 1 4

人間力の育成 0 教養の門 1 日本文学A 1 2 心理学Ⅰ 1 教養の世界 1
スポーツとレジリ
エンスA

1 3 倫理学Ⅰ 1 美学 1 2 7

社会力の育成 0 政治学Ⅰ・Ⅱ 2 日本国憲法Ⅰ 1 日本国憲法Ⅱ 1 4 歴史学Ⅰ 1 社会学B 1 環境学Ⅰ 1
健康・スポーツ科
学論B

1 4
ウェルビーイング
と健康B

1 1 9

異文化理解力の育成 College EnglishⅠ 2 College EnglishⅡ 2 4
異文化コミュニ
ケーション論Ⅰ

1 1
海外の文化と社
会Ⅰ

1 英米文学Ⅰ 1 2 文化人類学Ⅰ 1 1 8

キ

ャ
リ
ア

職業人の育成 キャリア入門Ⅰ 1 キャリア入門Ⅱ 1 2 0 0 0 2

14 10 10 6 40

学部必修科目
(ゼミナールを除く）

2 2 4 0 0 0 4

学科必修科目
(ゼミナールを除く）

2 2 4 0 0 0 4

2 2 0 0 0 2

学科選択必修科目 2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 12

2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 12

2 2 4 2 2 4 2 2 0 10

2 2 4 2 2 4 2 2 0 10

2 2 2 2 4 0 0 6

2 2 2 2 4 0 0 6

0 2 2 0 0 2

ゼミナール・卒業研究 0 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12

0 0 0 2 2 2

学部選択科目 0 2 2 0 0 2

30 32 16 6 84

単位数　合計 44 42 26 12 124

※ゴシック体は必修科目を示す。

【公共系の進路を希望する学生向け】

計

1年次 2年次 3年次 4年次

教
養
教
育
科
目

単位数　小計 5 4 3 2

区分

3 2 3 3 0 03 2 3 2 3 2

地域概論 地域経済入門

経済学入門 経営学入門

フィールドワーク基礎演習

法律学概論 マクロ経済学Ⅰ 財政学 租税論 社会政策論

公共経済学 環境経済学

社会調査法 ミクロ経済学Ⅰ マクロ経済学Ⅱ 日本経済論 地方財政論 社会保障論

経済数学Ⅰ 経済数学Ⅱ ミクロ経済学Ⅱ 地域経済学

福祉政策論政策形成概論 地域政策論

地域貢献とボランティア 地域データ分析 地域経済分析入門 日本経済史 観光まちづくり論

観光学基礎

地域産業史

専門ゼミナールⅢ 専門ゼミナールⅣ

地域経営論 地域創生論

卒業研究

基礎専門ゼミナールⅠ 基礎専門ゼミナールⅡ 専門ゼミナールⅠ 専門ゼミナールⅡ

専
門
教
育
科
目

6 0 2 0 410 0単位数　小計 0 12 0 18 0

リサーチ・リテラシー

5 16 3 20 3

18 0 14 0

8 3 5 0 420 3 16 3 12 3
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経済学部地域システム学科履修モデルB

1Q
単
位
数

2Q
単
位
数

3Q
単
位
数

4Q
単
位
数

計 1Q
単
位
数

2Q
単
位
数

3Q
単
位
数

4Q
単
位
数

計 1Q
単
位
数

2Q
単
位
数

3Q
単
位
数

4Q
単
位
数

計 1Q
単
位
数

2Q
単
位
数

3Q
単
位
数

4Q
単
位
数

計

学修力の育成 教養ゼミナールA 1 教養ゼミナールB 1 教養ゼミナールC 1 教養ゼミナールD 1 4 0 0 0 4

思考力の育成
MDASHリテラ
シーⅠ

1
MDASHリテラ
シーⅡ

1 2 統計学Ⅰ 1 1 論理学Ⅰ 1 1 哲学Ⅰ 1 1 5

表現力の育成 情報リテラシーⅠ 1 情報リテラシーⅡ 1 2
コミュニケーション
論Ⅰ

1 1 0 デザイン学A 1 1 4

人間力の育成 0 教養の門 1 日本文学A 1 2 心理学Ⅰ 1 教養の世界 1
スポーツとレジリ
エンスA

1 3 倫理学Ⅰ 1 美学 1 2 7

社会力の育成 0 日本国憲法Ⅰ 1 日本国憲法Ⅱ 1 2 歴史学Ⅰ 1 社会学B 1 環境学Ⅰ 1
健康・スポーツ科
学論B

1 4
ウェルビーイング
と健康B

1 1 7

異文化理解力の育成 College EnglishⅠ 2 College EnglishⅡ 2 4
異文化コミュニ
ケーション論Ⅰ

1 英米文学Ⅰ 1 2
海外の文化と社
会Ⅰ

1 資格英語Ⅰ 1 2 文化人類学Ⅰ 1 1 9

キ

ャ
リ
ア
科
目

職業人の育成 キャリア入門Ⅰ 1 キャリア入門Ⅱ 1 2 業界課題研究Ⅰ 1 業界課題研究Ⅱ 1 2 0 0 4

14 10 10 6 40

学部必修科目
(ゼミナールを除く）

2 2 4 0 0 0 4

学科必修科目
(ゼミナールを除く）

2 2 4 0 0 0 4

2 2 0 0 0 2

学科選択必修科目 2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 12

2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 12

2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 12

2 2 4 2 2 4 2 2 0 10

2 2 2 2 4 0 0 6

0 2 2 4 0 0 4

ゼミナール・卒業研究 0 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12

0 0 0 2 2 2

学部選択科目 2 2 2 2 0 0 4

30 30 18 6 84

単位数　合計 44 40 28 12 124

※ゴシック体は必修科目を示す。

【企業系の進路を希望する学生向け】

観光学基礎 地域産業史

計

1年次 2年次 3年次 4年次

3 3 0 0

地域概論 地域経済入門

　

教
養
教
育
科
目

単位数　小計 5 4 3 2

区分

3 24 1 4 1 3 2

経営学入門

フィールドワーク基礎演習

法律学概論 マクロ経済学Ⅰ 財政学 日本経済史 企業社会論 地域企業論

公共経済学 環境経済学

社会調査法 ミクロ経済学Ⅰ マクロ経済学Ⅱ 日本経済論 観光事業論 社会保障論

経済数学Ⅰ 経済数学Ⅱ ミクロ経済学Ⅱ 地域経済学

観光文化・社会論

ホスピタリティ論 観光メディア論

地域貢献とボランティア 地域データ分析 地域政策論 地域労働政策 ソーシャルビジネス論

卒業研究

基礎専門ゼミナールⅠ 基礎専門ゼミナールⅡ 専門ゼミナールⅠ 専門ゼミナールⅡ

専
門
教
育
科
目

8 0 2 0 410 0単位数　小計 0 14 0 16 0

ビジネス基礎演習 リサーチ・リテラシー

専門ゼミナールⅢ 専門ゼミナールⅣ

5 18 3 18 4

16 0 14 0

10 3 5 0 417 4 15 3 12 3
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学校法人 稲置学園 規程集
トップページに戻る

最上位 > 第3編 大学 > 第2章 組織・総務

金沢星稜大学協議会規程

（趣　旨）

第１条　この規程は金沢星稜大学学則（以下「学則」という。）第30条の規定に基づき、金沢星

稜大学協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営等について定める。

（組　織）

第２条　学則第28条第２項により、協議会は次の各号に掲げる者をもって組織する。

（１）学長

（２）副学長

（３）経済学部長

（４）人間科学部長

（５）人文学部長　

（６）教養教育部長　

（７）研究科長

（８）事務局長 　

（９）経済学部経済学科長

（10）経済学部経営学科長

（11）人間科学部スポーツ学科長

（12）人間科学部こども学科長

（13）人文学部国際文化学科長　

（14）教養教育部門長　

（15）その他学長が特に必要と認めた者若干名　

２　学長は、特に必要と認めた場合、協議会の承認を得て構成員を指名することができる。

（審議事項）

第３条　学則第29条により、協議会は次の事項を審議し、学長に意見を述べるものとする。

（１）学生の入学、卒業及び課程の修了

（２）学位の授与

（３）前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、協議会の意見を聴くことが

必要なものとして学長が定めるもの

２　協議会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審

議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

（会議の召集及び議長）

第４条　協議会の会議（以下「会議」という。）は学長が召集し、議長となる。

２　学長に事故があるときは、副学長のうち学長が指定した順位の上位者が職務を代行する。

（会　議）

第５条　会議は学長が必要と認めたとき、又は構成員の２分の１以上の要求があったとき開催す

る。

２　会議は構成員全員の３分の２以上の出席をもって成立する。ただし海外出張者、内地研究

員、学校法人稲置学園就業規則第29条に規定する休暇取得者（年次有給休暇を除く。）及び第
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49条に該当する者は除くものとする。

３　議事は出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

４　金沢星稜大学の管理教員及び部会に関する規程第６条第１項に掲げる特別役職者と第９条第

１項に掲げる役職者及び事務局長が指名した事務職員は協議会に出席し、意見を述べることが

できる。ただし議決権を有さない。

（議事録）

第６条　事務局長は議事録を作成し、学長の承認を得なければならない。

（改　廃）

第７条　この規程の改廃は、協議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

　

付　則

１　この規程は、平成19年２月23日に制定し、平成19年４月１日から施行する。

２　平成19年度に選出される第２条第１項第８号の教員のうち、１名の任期は１年とする。ま

た、第２条第１項第９号及び第10号についても同様とする。

付　則

この規程は、平成19年５月１日に組織を一部改正し、平成19年４月１日から適用する。

付　則

１　この規程は、平成20年３月21日に組織を一部改正し、平成20年４月１日から施行する。

２　第２条第１項第８号及び第９号については、当分の間共通とし、４名とする。

付　則　

この規程は、平成23年１月28日に組織を一部改正し、平成23年４月２日以降の選任から適用す

る。

付　則　

この規程は、平成23年12月22日に組織、審議事項及び会議を一部改正し、平成24年４月１日か

ら施行する。　

付　則　

この規程は、平成24年5月25日に審議事項を一部改正し、平成24年5月25日から施行する。　

付　則　

この規程は、平成25年９月27日に組織、会議の招集及び議長及び会議を一部改正し、平成26年

４月１日から施行する。　

付　則　

この規程は、平成26年５月27日に会議を一部改正し、平成26年９月１日から施行する。　

付　則　

この規程は、平成27年２月27日に学校教育法の一部を改正する法律に伴い一部改正し、平成27

年４月１日から施行する。　

付　則　

この規程は、平成27年３月６日に組織、審議事項及び会議を一部改正し、平成27年４月１日か

ら施行する。ただし、第２条の人文学部に関する組織は平成28年４月１日から施行する。

付　則　

この規程は、平成28年２月26日に組織及び会議を一部改正し、平成28年４月１日から施行す

る。　

付　則　

この規程は、平成31年４月26日に会議を一部改正し、平成31年４月１日に遡り施行する。　
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学校法人 稲置学園 規程集
トップページに戻る

最上位 > 第3編 大学 > 第2章 組織・総務

金沢星稜大学常任部会規程

（趣　旨）

第１条　この規程は、金沢星稜大学常任部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（役　割）

第２条　常任部会は、金沢星稜大学の運営及び大学の教育研究を円滑に行うために必要な連絡、

調整及び協議を行う。

（構　成）

第３条　常任部会は、「金沢星稜大学の管理教員及び部会に関する規程」第11条第２項に定める

者で組織する。

（議　長）

第４条　常任部会に議長を置き、学長をもって充てる。

２　議長は、常任部会を主宰する。

３　議長に事故あるときは、副学長が、その職務を代行する。

４　副学長の任命がないときは、経済学部長が、その職務を代行する。

（招　集）

第５条　常任部会は、学長が招集する。

（議　案）

第６条　議案は、学長から常任部会に附議する。

（開　会）

第７条　常任部会は、構成員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

（議　決）

第８条　常任部会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

（構成員以外の者の出席）

第９条　議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

（規程の改廃）

第10条　この規程の改廃は、常任部会の議を経て学長が行う。

（雑　則）

第11条　常任部会に関する事務は、事務局において処理する。

２　この規程に定めるもののほか、常任部会の議事の運営その他必要な事項は、常任部会が定め

る。

　

付　則

この規程は、平成18年２月15日に制定し、平成18年４月１日から施行する。

付　則

この規程は、平成19年３月７日に構成及び規程の改廃を一部改正し、平成19年４月１日から施

行する。

付　則　
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この規程は、平成23年12月７日に構成及び招集について改正し、平成24年４月１日から施行す

る。　
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学校法人 稲置学園 規程集
トップページに戻る

最上位 > 第3編 大学 > 第3章 人事・服務

金沢星稜大学の管理教員及び部会に関する規程

（趣　旨）

第１条　この規程は、金沢星稜大学（以下「大学」という。）の管理教員及び部会に関し必要な

事項を定めるものとする。

（管理教員）

第２条　前条に定める管理教員は、学長、副学長、学部長、大学院研究科長、特別役職者及び役

職者とする。

（学　長）

第３条　大学に学長を置く。

２　学長に関し必要な事項は、金沢星稜大学学則及び金沢星稜大学学長選考規程の定めるところ

による。

（副学長）

第４条　大学に副学長を置く。

２　副学長に関し必要な事項は、金沢星稜大学学則及び金沢星稜大学副学長に関する規程の定め

るところによる。

（学部長等）

第５条　大学の学部に学部長を、大学の教養教育部に教養教育部長を置く。また、大学院研究科

に研究科長を置く。

２　学部長、教養教育部長及び研究科長（以下「学部長等」という。）の選考、任命、任期等

は、金沢星稜大学学部長等選考規程による。

（特別役職者）

第６条　大学に次の各号に掲げる特別役職者を置く。

（１）教務部長　

（２）学生部長　

（３）入学部長

（４）評価部長

２　特別役職者は、理事長が任命する。

３　特別役職者の任期は、２年とする。ただし、定年を超えることはできない。

４　任期中に特別役職者が交替したときは、新任者の任期は前任者の残任期間とする。

５　特別役職者は、再任することができる。

６　特別役職者は、併任することができる。

７　特別役職者は、学校法人稲置学園以外への出講を原則禁止する。

８　特別役職者の授業担当時間は、軽減することができる。

（学部長等の役割）

第７条　学部長等の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）経済学部長は、入学者の確保から卒業まで、経済学部運営の責任者とする

（２）人間科学部長は、入学者の確保から卒業まで、人間科学部運営の責任者とする

（３）人文学部長は、入学者の確保から卒業まで、人文学部運営の責任者とする　
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（４）教養教育部長は、教養教育及び基礎（リメディアル教育を含む）教育の責任者とする

（５）研究科長は、研究科運営の責任者とする

（特別役職者の役割）

第８条　特別役職者の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）教務部長は、カリキュラムの実施及び改革、授業の改善・改革等教務全般を担当する

（２）学生部長は、課外活動を含む学生生活全般の指導を担当する

（３）入学部長は、学生募集及び入試全般に関することを担当する

（４）評価部長は、自己点検評価の実施及び第三者評価を担当する

（役職者）

第９条　大学に次の各号に掲げる役職者を置く。

（１）図書館長

（２）総合研究所長

（３）地域連携センター長

（４）国際交流センター長

（５）キャリアセンター長

（６）学生支援センター長　

（７）教職支援センター長

（８）総合情報センター長

２　役職者は、理事長が任命する。

３　役職者の任期は、２年とする。ただし、定年を超えることはできない。

４　任期中に役職者が交替したときは、新任者の任期は前任者の残任期間とする。

５　役職者は、再任することができる。

６　役職者は、併任することができる。

７　役職者は、事務職員とすることができる。

（役職者の役割）

第10条　役職者の役割は、学則第59条に掲げる附属施設の責任者とする。

（常任部会）

第11条　大学に大学の運営及び教育研究に関し連絡、調整及び協議するため、学長を長とする常

任部会を置く。

２　常任部会は、学長、副学長、学部長等及び事務局長で組織する。ただし、学長が必要と認め

たときは、特別役職者及び役職者を加えることができる。

３　前項に定めるもののほか、常任部会の組織及び運営に関し必要な事項は、金沢星稜大学常任

部会規程の定めるところによる。

（教務部会）

第12条　大学に教務部長を長とする教務部会を置く。

２　教務部会は、教務部長、専任教員４名以上８名以内及び職員若干名で組織する。

３　前項に定めるもののほか、教務部会に関し必要な事項は、金沢星稜大学教務部会規程の定め

るところによる。

（学生部会）

第13条　大学に学生部長を長とする学生部会を置く。

２　学生部会は、学生部長、専任教員４名以上８名以内及び職員若干名で組織する。

３　前項に定めるもののほか、学生部会に関し必要な事項は、金沢星稜大学学生部会規程の定め

るところによる。
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（入学部会）

第14条　大学に入学部長を長とする入学部会を置く。

２　入学部会は、入学部長、専任教員４名以上８名以内及び職員若干名で組織する。

３　前項に定めるもののほか、入学部会に関し必要な事項は、金沢星稜大学入学部会規程の定め

るところによる。

（評価部会）

第15条　大学に評価部長を長とする評価部会を置く。

２　評価部会は、評価部長、専任教員４名以上８名以内及び職員若干名で組織する。

３　前項に定めるもののほか、評価部会に関し必要な事項は、金沢星稜大学評価部会規程の定め

るところによる。

（委員会）

第16条　大学は、特定の課題又は方針策定等のため、学長又は学部教授会の諮問機関として委員

会を設け、委員長を置くことができる。

（規程の改廃）

第17条　この規程の改廃は、理事長が行う。

　

付　則

１　この規程は、平成18年１月１日に制定し、平成18年４月１日から施行する。

２　金沢星稜大学部長・学科長・研究科長等に関する規程は廃止する。

３　平成18年度任命予定の特別役職者及び役職者の半数は、任期を１年とする。

付　則

この規程は、平成19年３月19日に特別役職者等を一部改正し、平成19年４月１日から施行す

る。

付　則

この規程は、平成20年３月21日に特別役職者等を一部改正し、平成20年４月１日から施行す

る。

付　則

この規程は、平成22年３月30日に特別役職者に国際交流部長を追加並びに国際交流部会の設置

について改正し、平成22年４月１日より施行する。

付　則

この規程は、平成22年５月７日に学部長及び研究科長、特別役職者について改正し、平成22年

４月23日より施行する。

付　則　

この規程は、平成24年１月19日に管理教員の役割並びに部会の名称を改正し、平成24年４月１

日から施行する。　

付　則　

この規程は、平成25年10月22日に大学運営組織の改編にともないその一部を改正し、平成26年

４月１日から施行する。　

　　　付　則　

１　この規程は、経済学部二部経済学科の廃止に伴い、平26年５月27日に学部長等及び学部長等

の役割を一部改正し、平成26年５月27日から施行する。

２　学生支援センターの名称変更に伴う一部改正は、平成26年９月１日から施行する。

付　則　
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この規程は、平成27年２月23日に一部改正（経済学部一部の学部名称変更）し、平成27年４月

１日から施行する。　

付　則　

この規程は、平成27年２月16日に特別役職者に教職部長を追加並びに教職課程等部会の設置に

ついて改正し、平成27年４月１日より施行する。　

付　則　

この規程は、平成27年３月17日に人文学部長の役割について追加し、平成28年４月１日から施

行する。　

付　則　

この規程は、平成27年12月４日に常任部会について一部改正し、平成28年４月１日から施行す

る。　

付　則　

この規程は、平成31年２月14日に一部改正（教職部長及び教職部会の削除、教職支援センター

長及び総合情報センター長の追加）し、平成31年４月１日から施行する。　

－設置等の趣旨（資料） - 17 -



－設置等の趣旨（資料） - 18 -

yasuo
資料9



－設置等の趣旨（資料） - 19 -



－設置等の趣旨（資料） - 20 -



学校法人 稲置学園 規程集
トップページに戻る

最上位 > 第1編 法人 > 第2章 組織・総務

学校法人稲置学園自己点検・自己評価委員会規程

（趣　旨）

第１条　この規程は、学校教育法（昭和２２年３月３１日法律第２６号）第２８条、第４９条、

第６２条及び第１０９条の規定により、金沢星稜大学、金沢星稜大学女子短期大学部、星稜高

等学校、星稜中学校、金沢星稜大学附属星稜幼稚園及び金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園（以

下「設置校」という。）で実施する自己点検・自己評価に関し、学校法人稲置学園（以下「法

人」という。）における実施組織、実施方法等について定める。

（組　織）　

第２条　設置校の自己点検・自己評価を推進し実施するため、学校法人稲置学園自己点検・自己

評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。　

（委員会の役割）　

第３条　委員会は、設置校における教育・研究、組織・運営及び施設設備（以下「教育研究等」

という。）について毎年度、自己点検・評価を実施する。

（１） 自己点検・評価の基本方針及び自己点検・評価項目の策定に関する事項　

（２） 自己点検・評価の実施、組織及び体制に関する事項　　

（３） 各組織の自己点検・評価結果の統括に関する事項

（４） 自己点検・評価報告書の作成に関する事項

（５） その他自己点検・評価及び外部評価ならびに第三者評価に関する事項

（委員会の構成）

第４条　委員会の構成は、理事長のもとに設置し、自己点検・評価は、各組織の長を責任者とし

て行う。　

２　委員会は次に定める委員をもって構成し、理事長が委員長となる。　

（１）理事長

（２）大学長

（３）短期大学部学長

（４）高等学校長

（５）中学校長　

（６）各園長

（７）理事　２名　

（８）理事長が指名する職員　若干名　

３　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が職務を代行する。　

（運　営）

第５条　委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

２　委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

３　委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

４　委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができ

る。

（任　務）　
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第６条　委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。　　

（１）設置校の自己点検・自己評価の報告書についての承認及び各自己点検・自己評価委員会規

程の改廃の審議　

（２）法人全体にかかる自己点検・自己評価の方針の策定、実施　

（３）設置校及び法人全体の自己点検・自己評価の結果等について、年１回以上理事会への報告　

（４）その他自己点検・自己評価に関し委員長が必要と認めた事項　

（事務の所管）

第７条　委員会の事務は、経営企画部経営企画課が所管する。

（規程の改廃）　

第８条　この規程の改廃は、委員会の議を経て理事会が行う。

　

付　則

この規程は平成７年１月27日に制定し、平成７年１月27日から施行する。

付　則

この規程は平成20年４月25日に組織変更に伴い改正し、平成20年４月１日から施行する。

付　則　

この規程は、平成23年４月１日に組織の名称変更に伴い一部改正し、平成23年４月１日から施

行する。　

付　則　

この規程は、平成24年１月27日に自己点検・評価の手続等の規定並びに条項の整理を行い、平

成24年４月１日から施行する。　

付　則　

この規程は、平成24年２月24日に全文を改正し、平成24年４月１日から施行する。　

付　則　

　この規程は、平成26年３月20日に委員会の役割を追加及び組織、委員会の構成、運営、任務、

事務の所管、規程の改廃を一部改正し、平成26年４月１日から施行する。　

付　則　

この規程は、平成28年４月22日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成28年４月１日に遡り施

行する。　

付　則　

この規程は、令和元年７月26日に業務の見直しに伴い一部改正し、平成31年４月１日に遡り施

行する。　

付　則　

　この規程は、令和４年12月８日に業務の見直しに伴い一部改正し、令和４年４月１日に遡り施

行する。　
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学校法人 稲置学園 規程集
トップページに戻る

最上位 > 第3編 大学 > 第2章 組織・総務

金沢星稜大学評価部会規程

（趣　旨）

第１条　この規程は、金沢星稜大学評価部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（審議事項）　

第２条　評価部会は次の事項を審議及び実施する。　

（１）自己点検・評価（認証評価を含む）に関すること　

（２）教員の業績評価に関すること　

（３）学生の授業評価に関すること　

（４）１号及び３号の報告書作成及び協議会への報告　

（５）その他、大学の評価全般に関すること　

（構　成）

第３条　評価部会は、次の各号に掲げる者で組織する。

（１）評価部長

（２）学長から指名された専任教員４名以上８名以内

（３）事務職員若干名

（議　長）

第４条　評価部会に議長を置き、評価部長をもって充てる。

２　議長は、評価部会を主宰する。

３　議長に事故あるときは、あらかじめ評価部長が指名した構成員が、その職務を代行する。

（招　集）

第５条　評価部会は、評価部長が招集する。

（議　案）

第６条　議案は、評価部長から評価部会に附議する。

（開　会）

第７条　評価部会は、構成員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

（議　決）

第８条　評価部会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

（構成員以外の者の出席）

第９条　議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

（規程の改廃）

第10条　この規程の改廃は、協議会の議を経て学長が行う。

（雑　則）

第11条　評価部会に関する事務は、事務局において処理する。

２　この規程に定めるもののほか、評価部会の議事の運営その他必要な事項は、評価部会が定め

る。

　

付　則
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この規程は、平成18年７月12日に制定し、平成18年４月１日から施行する。

付　則

この規程は、平成18年12月13日に構成を一部改正し、平成19年４月１日から施行する。

付　則

この規程は、平成20年２月27日に構成を一部改正し、平成20年４月１日から施行する。

付　則　

この規程は、平成23年12月14日に規程の改廃手続機関を改正し、平成24年４月１日から施行す

る。　

付　則　

この規程は、平成25年９月４日に審議事項を追加しその一部を改正し、平成26年４月１日から

施行する。　
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2021年度教員業績自己点検評価シート
文字入力
数値入力
プルダウン入力

注１： 列の削除はしないでください．
注２： 行の挿入は各区分ごとに適宜可能です．当該区分の最下行を選択してコピーした状態ですぐにホームタブの「挿入」を押してください．
注３： 各区分ごとに個別に必要な評価項目がある場合，各区分最右列に新しい項目を赤字で追加ください．
注４： 列の幅は変えないでください．自動で折り返しされます．

職位
氏名
本年度重点領域
作成日 ※西暦で８桁日付を入力ください．

領域 区分 番号

Ａ　領域　「教育活動」
Ａ－１　講義・演習・実習（ゼミ）

A-1-1 A-1-2 A-1-3 A-1-4 A-1-5 A-1-6 A-1-7
計数 0 0 0 0 #DIV/0!

担当単
位

担当科
目に係
る授業
の準備
等及び
課題等
の添削
採点等
に要し
た時間

履修者
数

授業評
価アン
ケート
回収率

開講期 開講部
署

開講状
況

備考

担当科目 単位数 h 人 ％
#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24

Ａ－２　論文指導
指導対象等（学部生，大学院生，
外部等）

人数

#01
#02
#03
#04
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#05

Ａ－３　学生、一般用テキスト・図書・メディアシステム開発等（開発年度）発行所
A-3-1 A-3-2 A-3-3

テキスト・図書名 発行所 著者 単著、
監修、
共著
(ﾌｧｰｽ
ﾄ)、単
独開
発、共
同開発
(ﾌｧｰｽﾄ)

共著(ｾｶ
ﾝﾄﾞ以
降)、共
同開発
(セカン
ド以降)

分担執
筆、開
発構成
員、協
力者

#01
#02
#03
#04
#05

Ａ－４　ＦＤ活動
A-4-1 A-4-2 A-4-3

分科会（テーマ名）または学科
名・分科会テーマ等

分科会
の代表
者

分科会
の構成
員

授業に
おける
アク
ティ
ブ・
ラーニ
ングの
導入科
目数

#01
#02
#03
#04
#05

Ａ－５　学生の外部・内部発表指導（学生ゼミナール大会など）
A-5-1 A-5-2

大会名・内容 他大学
間交流

本学学
友会主
催ゼミ
発表

#01
#02
#03
#04
#05

Ａ－６　学生の学内・学外活動の指導・支援
A-6-1 A-6-2 A-6-3 活動名

具体的内容 ボラン
ティ
ア、Ｎ
ＰＯ等

部活動
等

学内に
おける
各サー
クル活
動（顧
問）の
指導

#01
#02
#03
#04
#05

Ａ－７　学生の学内学習・生活支援活動
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A-7-1 A-7-2 A-7-3 時間
具体的内容 オフィ

スア
ワー

長期学
生相談

他

#01
#02
#03
#04
#05

Ａ－８　学生の実習支援活動
A-8-1 A-8-2 回数

具体的内容 海外実
習支援
活動

国内実
習支援
活動

#01
#02
#03
#04
#05

Ａ－９　学友会主催行事への参加指導(新歓・大学祭など)
A-9-1 A-9-2

行事名(列記) 回数 時間
#01
#02
#03
#04
#05

Ａ－１０　その他（A-1〜A-9に当てはまらないA領域（教育活動）事項の追加　）
A-10-1 A-10-2

名称等 回数 時間
#01
#02
#03
#04
#05

Ｂ　領域　「研究活動」
Ｂ－１　受賞

B-1-1 B-1-2 顕彰の
グレー
ド

顕彰名 主催団
体名、
機関名

国際・政
府機関、
国際・国
内学会か
らの顕彰

民間シン
クタン
ク、財
団、自治
体、企業
からの顕
彰

#01
#02
#03

Ｂ－２　論文
B-2-1-①B-2-1-②B-2-2-①B-2-2-②B-2-3-①B-2-3-②B-2-4-①B-2-4-②B-2-5-①B-2-6-②論文レベル
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学術原著論文名 学術誌
名称、
学会名
Vol.
No.　pp
等

著者名 国際、国
内学会誌
原著論文
単著・共
著(ファー
スト)

国際、国
内学会誌
原著論文
共著(セカ
ンド以降)

学会誌に
資料、ｼｮｰ
ﾄﾚﾀｰ、ﾌﾟﾛ
ｼｰﾃﾞﾝｸﾞ論
文として
搭載　単
著・共著
(ﾌｧｰｽﾄ)

学会誌に
資料、ｼｮｰ
ﾄﾚﾀｰ、ﾌﾟﾛ
ｼｰﾃﾞﾝｸﾞ論
文として
搭載　共
著(セカン
ド以降)

大学紀要
論文（経
済学部
会、人間
科学部
会、人文
学部会）
単著、共
著(ファー
スト)

大学紀要
論文（経
済学部
会、人間
科学部
会、人文
学部
会）、共
著(セカン
ド以降)

国外学会
等の口頭
発表論文
（学会研
究会等を
含む）
単著、共
著
（ファー
スト）、
責任著者

国外学会
等の口頭
発表論文
（学会研
究会等を
含む）
共著（セ
カンド以
降）、責
任著者

国内学会
等の口頭
発表論文
（学会研
究会等を
含む）
単著、共
著
（ファー
スト）

国内学会
等の口頭
発表論文
（学会研
究会等を
含む）
共著（セ
カンド以
降）

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12

Ｂ－３　図書
B-3-1-①B-3-1-②B-3-1-③B-3-2-①B-3-2-②B-3-2-③書籍種類

書籍名 発行所
（出版
社
名）、
分担等
の場合
は執筆
箇所・
PP等

学術専門
書（翻訳
を含
む）：単
著、共著
（ファー
スト）

学術専門
書（翻訳
を含
む）：共
著（セカ
ンド以
降）

学術専門
書（翻訳
を含
む）：
章・節等
の分担執
筆

一般図
書、実践
図書、テ
キスト的
図書：単
著、共著
（ファー
スト）

一般図
書、実践
図書、テ
キスト的
図書：共
著（セカ
ンド以
降）

一般図
書、実践
図書、テ
キスト的
図書：
章・節等
の分担執
筆

#01
#02
#03
#04
#05

Ｂ－４　雑誌
B-4-1

題　目 雑誌
名・発
行所
（出版
社
名）・
pp、
Vol、
No、月
等

単・連
名区分

回数

#01
#02
#03

Ｂ－５　特許
B-5-1 B-5-2

・タイトル 出願／
登録年
月日

分野
登録記
号・番
号

特許出
願

特許登
録

#01
#02
#03
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Ｂ－６　研究報告書
B-6-1-①B-6-1-②B-6-1-③B-6-2-①B-6-2-②B-6-2-③レベル

発行所（機関名）、執筆箇所タイ
トル・PP等

国際、政
府機関レ
ベル：単
著、共著
（ファー
スト）、
監修

国際、政
府機関レ
ベル：単
著、共著
（セカン
ド）、監
修

国際、政
府機関レ
ベル共著
（サード
以降）、
分担執筆

地方行政
機関、企
業、財
団、NPO、
その他研
究団体：
単著、共
著
（ファー
スト）、
監修

地方行政
機関、企
業、財
団、NPO、
その他研
究団体：
単著、共
著（セカ
ンド）、
監修：共
著（セカ
ンド）

地方行政
機関、企
業、財
団、NPO、
その他研
究団体：
共著
（サード
以降）、
分担執筆

#01
#02
#03
#04
#05

Ｂ－７　科研費研究（日本学術振興会）等　私学助成も含む
B-7-1-①B-7-1-②B-7-2-①B-7-2-②

申請題目 申請/採
択

分野 事業年
数

総額
（万
円）

申請：
申請者
代表

申請：
分担者

採択：
研究代
表者

採択：
分担者

#01
#02
#03
#04
#05

Ｂ－８　学外共同研究（主に学外）
B-8-1 B-8-2

題目・テーマ 代表者
氏名

分担
者、連
携者
名、協
力者名

機関名 採択年
度

事業年
数

総額
（万
円）

代表者 分担者

#01
#02
#03
#04
#05

Ｂ－９　学内共同研究（主に学園内、研究所）
B-9-1 B-9-2

題目・テーマ 代表者
氏名

分担
者、連
携者
名、協
力者名

採択年
度

事業年
数

総額
（万
円）

代表者 分担者

#01
#02
#03
#04
#05

Ｂ－10　学会員（研究会、講演会参加を除く） ※学会活動については「C領域（地域・社会貢献）へ

所属学会等 日本学
術会議
会則第
36条該
当

名称等
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#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12

Ｂ－１１　その他（B-1〜B-10に当てはまらないB領域（研究活動）事項の追加　）
該当項目に即した内容説明

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12

Ｃ　領域　「地域・社会貢献」
Ｃ－１　機関等活動

C-1-1-①C-1-1-②C-1-1-③C-1-2-①C-1-2-②C-1-2-③
名　称 機関

名、役
職等

国際機
関、政府
機関の役
職、委員
等（組織
長、委員
長、部会
長）

国際機
関、政府
機関の役
職、委員
等（副委
員長、副
会長、理
事、事務
局長）

国際機
関、政府
機関の役
職、委員
等（事務
局員、構
成員）

民間企
業・地方
自治体・
財団・Ｎ
ＰＯ等
（組織
長、委員
長、部会
長）

民間企
業・地方
自治体・
財団・Ｎ
ＰＯ等
（副委員
長、副会
長、理
事、事務
局長）

民間企
業・地方
自治体・
財団・Ｎ
ＰＯ等
（事務局
員、構成
員）

#01
#02
#03
#04
#05

Ｃ－２　学会活動
C-2-1-①C-2-1-②C-2-1-③C-2-1-④C-2-2-①C-2-2-②C-2-2-③C-2-3-①C-2-3-②C-2-3-③C-2-4-①C-2-4-②

名称 役職等 学会役員
等（学会
長）

学会役員
等（学会
副会長）

学会役員
等（支部
長、理
事、幹
事、研究
委員長、
企画委員
長等）

学会役員
等（各種
委員会の
○○委
員）

学会年次
活動（実
行委員
長）

学会年次
活動（副
実行委員
長）

学会年次
活動（そ
の他年次
大会推進
に関する
委員）

学会支部
大会、学
会季刊大
会、研究
会等（実
行委員
長、開催
実行責任
者）

学会支部
大会、学
会季刊大
会、研究
会等（実
行副委員
長、開催
実行副責
任者）

学会支部
大会、学
会季刊大
会、研究
会等（そ
の他運営
に関する
委員）

学会誌編
集委員

学会誌査
読委員

#01
#02
#03
#04
#05
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Ｃ－３　学会以外の研究会、研修会、講習会、講座開催等（他大学の非常勤講師は含まない）
役職・名称 機関・

主催団
体　役
割等

参加人
数（概
数）

#01
#02
#03
#04
#05

Ｃ－４　講演（実演、実技も含む）
C-4-1 C-4-2 C-4-3

題目 学会・
機関・
企業等
の主催
団体名

参加人
数（概
数）

国際機
関、政府
機関、国
際・国内
学会（基
調講
演）：
〈活動概
要〉

一般講演
（自治
体、財
団、研究
団体、企
業主催
等）：
〈活動概
要〉

大学・総
合研究所
等が主催
する市民
向け公開
講座など

#01
#02
#03
#04
#05

Ｃ－５　シンポジュウム・パネルディスカッション・座長等（コーディネータも含む）
＊開催
地・会
場・月
日を含
む。

C-5-1 C-5-2 C-5-3

名　称 学会・
機関・
企業等
の主催
団体名
役割

参加人
数（概
数）

国際機
関、政府
機関主
催：〈活
動概要〉

国際、国
内学会：
〈活動概
要〉

自治体、
財団、研
究団体、
企業主
催：〈活
動概要〉

#01
#02
#03
#04
#05

Ｃ－６　メディア
＊開催地・会場・月日を含む。 C-6-1 C-6-2 C-6-3 C-6-4 C-6-5 C-6-6
番組名・タイトル名 報道関

係名称
メディ
ア種

全国放送
特番、全
国紙特
番、全国
ラジオ特
番：
（概要）

地方放映
特番、地
方紙特
番、地方
ラジオ特
番　（概
要）

全国版テ
レビ・新
聞等の
ニュー
ス、雑誌
対談　：
（概要）

地方版テ
レビ・新
聞・ラジ
オニュー
ス　：
（概要）

ホーム
ページの
公開：
（本学
サーバー
利用のＵ
ＲＬ）

大学広報
（「星稜
百景」な
ど）との
連携

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
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#10

Ｃ－７　大学間連携（大学コンソーシアム石川なども含む）
C-7-1 C-7-2 C-7-3 C-7-4

役職等／講座・講演題目 主な連
携先

会場 対象 年月日 参加人
数（概
数）

専門部会
長レベ
ル：（活
動概要）

専門運営
員レベ
ル：（活
動概要）

ゼミ生、
学生公募
等による
自らの取
り組み

事業の
コーディ
ネート

備考

#01
#02
#03
#04
#05

Ｃ－８　地域連携
C-8-1 C-8-2 備考

（活動
内容
等）

自治体・各種団体・教育機関・企
業との連携

主な連
携先

会場 対象 年月日 参加人
数（概
数）

ゼミ生、
学生公募
等による
自らの取
り組み

事業の
コーディ
ネート

#01
#02
#03
#04
#05

Ｃ－９　その他（C-1〜C-8に当てはまらないC領域（地域・社会貢献）事項の追加　）
該当項目に即した内容説明

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12

Ｄ　領域　「大学行政・管理運営」
Ｄ－１　役職

D-1-1 D-1-2 D-1-3 D-1-4 D-1-5
役職 役職・

部会等
の名称

学長 副学長 経済学部
長、人間
科学部
長、人文
学部長、
大学院研
究科長

各学科
長、部門
長、各部
長、図書
館長、研
究所長、
各セン
ター長

部会・セ
ンター等
の構成委
員

#01
#02
#03
#04
#05

Ｄ－２　委員会・プロジェクト活動（理事会・学長・学部長委嘱のも含む）
D-2-1 D-2-2 D-2-3
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名　称 役割
（代
表・構
成員種
別）

各小委員
会、プロ
ジェクト
等の代
表：（活
動概要）

各小委員
会、プロ
ジェクト
等の構成
員：（活
動概要）

入試委
員・就職
等：（活
動概要）

#01
#02
#03
#04
#05

Ｄ－３　入試関係業務
D-3-1 D-3-2 D-3-3 時間

名　称 科目
名・業
務内容

回数 問題作成
委員：科
目・領域
の名称
（学部・
院）

試験監督 面接委員

#01
#02
#03
#04
#05

Ｄ－４　稲友会・県人会活動（同窓会を含む）
＊行事への参加のみも含む。
名　称 役　割 回数 時間

#01
#02
#03
#04
#05

Ｄ－５　学生募集活動　（教員・保護者対象、大学院説明会も含む）

名　称 〈活動概
要〉　会
場　月日
時間の記
載を含む

回数 時間

#01
#02
#03
#04
#05

Ｄ－６　学生の就職活動支援（６－１企業訪問、６－２就職説明会、保護者懇談会も含む）

名　称 〈活動概
要〉　会
場　月日
時間の記
載を含む

回数 時間

#01
#02
#03
#04
#05

Ｄ－７　出前講座（高校生対象）　

－設置等の趣旨（資料）
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講義題目 高等学
校名

〈活動概
要〉会場
人数　月
日の記載
を含む

回数 時間

#01
#02
#03
#04
#05

Ｄ－８　高大連携シリーズ授業　

講義題目 高等学
校名

〈活動概
要〉会場
人数　回
数の記載
を含む

回数 時間

#01
#02
#03
#04
#05

Ｄ－９　その他（D-1〜D-8に当てはまらないD領域（大学行政管理運営）事項の追加　）
該当項目に即した内容説明

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12

A-D領域エフォート
※A-D領域の自己点検をふりかえって，エフォートベースでの自己評価をしてください．

※A-E領域で100%となるようにしてください．

エフォート（％）
Ａ　領域　「教育活動」
Ｂ　領域　「研究活動」
Ｃ　領域　「地域・社会貢献」
Ｄ　領域　「大学行政・管理運営」
Ｅ　領域　「そのほか」
0 計

次年度重点領域

「コメント，ふりかえり，意見等」
以下，コメント，ふりかえり，意見等，自由に記述してください．
※セルをはみ出して一文毎に改行ください．

あああああああああああああああああああああああ。

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。
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学校法人 稲置学園 規程集
トップページに戻る

最上位 > 第1編 法人 > 第2章 組織・総務

学校法人稲置学園広報規程

（目　的）

第１条　広報は、「地域及びステークホルダーとの対話」であり、「学校法人稲置学園及び各設

置校の情報発信」や「不祥事件や風評リスク等への緊急対応」等の有効手段として戦略的に活

用しなければならない。この規程は、学校法人稲置学園（以下「法人」という。）における広

報体制を確立し、広報活動を有効かつ適切に行うことにより、広く法人及び設置校の活動を知

らしめ、社会的説明責任を果たすことを目的に定めるものとする。

（広報活動の定義）

第２条　この規程における「広報活動」とは、地域及びステークホルダーからの意向や期待を的

確に把握し、法人の「建学の精神」及び「教育理念」並びに「経営方針」を適切に発信するこ

とにより、理解と信頼を高めるための活動をいう。

　　法人が広報活動として定める業務は、以下のとおりとする。但し、大学における学術研究の

公表に係るものを除くものとする。

（１）法人及び設置校の教育理念や活動方針等の公表

（２）法人及び設置校の行事及び重要事項の公表

（３）法令及び本学で定める情報の開示

（４）報道機関の取材対応及び記者会見の開催

（５）法人及び設置校における各種情報誌の発行及びＷＥＢを利用した情報公開

（６）その他、法人及び設置校における教育活動や経営に重要な影響を及ぼす事項の公表

（広報統括部署）

第３条　広報活動の統括部署は経営企画部危機管理室とし、危機管理室長を広報統括責任者とす

る。また、広報活動に係る担当部署を経営企画部危機管理室広報課とする。

（広報責任者・担当者）

第４条　広報活動を円滑に行うため、法人本部各部署及び設置校に広報責任者及び広報担当者を

おく。

２　法人及び設置校の広報責任者は部局長とし、広報担当者は課長とする。なお、当該担当者に

相当する役職が不在の場合は、部局長が当該担当者に相応しい者を指名することができるもの

とする。

３　広報責任者及び広報担当者は、所属する部局及び設置校の教育活動、各種業務を円滑に運

営・推進するため、法人が定める「情報の公開及び開示に関する規程」並びに「情報セキュリ

ティ基本方針」及び「個人情報の保護に関する規程」、その他各種法令等を遵守し、広報内容

の適切性及び情報管理の適正性を確保しなければならない。

（広報責任者会議）

第５条　広報統括責任者は、広報活動の企画・運営についての協議を行うため、定期的に広報責

任者会議を開催することができる。

２　前項の会議における議長は、広報統括責任者とし、構成員は以下のものをもって組織する。

なお、議長に事故があるときは、あらかじめ指名した構成員がその職務を代行する。

（１）広報責任者
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（２）危機管理室副室長

（３）その他、議長が指名する者

３　広報責任者会議は、次の事項に関する協議等を行う。

（１）広報活動の状況把握及び推進・管理並びに課題に関する事項

（２）広報戦略に関する事項

（３）広報活動の年間実施計画に係る企画・立案等に関する事項

（４）広報活動に係る法人及び設置校間の連絡・調整に関すること

（５）その他、広報に関する重要事項

（広報業務の工程）

第６条　広報責任者は、第２条に定める広報活動を行う際、予め別紙に定める「広報届出・申請

書」及び当該付属資料を経営企画部危機管理室広報課に届出・申請しなければならない。

２　広報統括責任者は、「広報届出・申請書」及び当該付属資料について、その内容や方法の適

切性を検証するとともに、次の事項に該当しない内容であることを確認し、届出・申請内容を

承認する。

（１）法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

（２）公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

（３）基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

（４）政治性、宗教性のあるもの又はそのおそれのあるもの

（５）虚偽の内容若しくは事実と異なる内容のもの又は事実を誤認するおそれのあるもの

（６）学園の教育理念である建学の精神に反するもの又はそのおそれのあるもの

３　「広報届出・申請書」の承認権限者は、別表の「広報権限（運用細則）」による。

（広報の方法及び媒体）

第７条　広報活動を行うにあたり、次に掲げるもののうちから、広報の内容に適った媒体や方法

を選択することとする。

（１）記者会見

（２）記者クラブ等へのニュースリリース

（３）報道機関の取材

（４）学園及び設置校の情報誌またはそれに相当する紙媒体

（５）ホームページ等ＷＥＢを活用した媒体及び電磁的記録媒体

（６）新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の媒体

（７）講演会、シンポジウム等の各種イベント

（８）その他、有効な媒体

（その他）

第８条　この規程に定めるほか、広報活動に係る必要な事項や事象が発生した場合は、広報統括

部署に速やかに報告するものとし、広報統括部署は必要に応じて常務理事会に届出・申請する

ものとする。

（規程の改廃）

第９条　この規程の改廃は、経営管理会議の協議を経て、経営企画担当理事が行うものとする。

　

付　則

この規程は、令和３年４月22日に制定し、令和３年５月１日に施行する。

付　則　

－設置等の趣旨（資料） - 39 -



この規程は、令和４年１月13日に広報活動の定義、広報権限（運用細則）について改正し、令

和４年１月13日から施行する。　

付　則　

この規程は、令和４年12月８日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和４年４月１日に遡り施

行する。　

　

　  広報届出・申請書

　　広報権限（運用細則）
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学校法人 稲置学園 規程集
トップページに戻る

最上位 > 第3編 大学 > 第4章 附属施設、厚生・保健施設

金沢星稜大学キャリアセンター規程

（名　称）

第１条　このセンターは、金沢星稜大学キャリアセンター（以下「センター」という。）と称

し、金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部合同で設置する。　

（目　的） 　

第２条　センターは、学校法人稲置学園の建学の精神である「誠実にして社会に役立つ人間の育

成」に基づき、本学のキャリア教育について企画・立案するとともに、学生の就職活動等に対

し、必要な教育及び指導助言等を行うことにより、本学におけるキャリア教育の推進に寄与す

ることを目的とする。　

（事　業）　

第３条　センターは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 　

（１）キャリア教育に関すること　

（２）進路支援室の運営に関すること　

（３）エクステンション室の運営に関すること 　 　

（４）その他センターの目的達成に必要な事業　

（構　成）　

第４条　センターは、センター長、センター員及び事務職員をもって構成する。 　

２　センター長が必要と認めたときは、進路支援室長及びエクステンション室長を置くことがで

きる。

（センター長）　

第５条　センター長は、大学または短期大学部専任教育職員の教授のうちから、理事長が任命す

る。　

２　センター長は、センターの業務を統括し、センターを代表する。　

（センター員） 　

第６条　センター員は、次の各号に掲げる者とする。 　

（１）大学及び短期大学部の教育職員　

（２）その他大学または短期大学部の学長が必要と認めた者　　

（事務職員） 　

第７条　センターの事務は、進路支援課及びエクステンション課職員が行う。 　

（管　理）　

第８条　センターの業務は、協議会で管理する。　　

２　センターに関する協議会の任務は次のとおりとする。　　

（１）組織に関する事項 　

（２）予算案に関する事項　

（３）人事案に関する事項 　

（４）その他センターに関する重要事項　 　

（運営委員会）　
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第９条　センターに、業務を円滑に運営するためセンター運営委員会（以下「運営委員会」とい

う。）を置く。　

２　運営委員会は、次に掲げる構成員をもって組織する。　　

（１）センター長　　

（２）センター員　

（３）その他センター長が必要と認めた者 　　

３　運営委員会は、センター長が招集し、その議長となる。　

４　運営委員会は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席者の過半数で決する。　

（規程の改廃）　

第10条　この規程の改廃は、協議会の議を経て、理事長が行う。　

　

付　則　

この規程は平成26年３月24日に制定し、平成26年４月１日から施行する。

付　則　

この規程は、平成27年12月16日に事業、構成及び事務職員について一部改正し、平成28年４月

１日より施行する。
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2022/7/28現在

・オンライン(Zoom)で実施の場合、カメラオン必須とします。

内　　容 備　考 場所

4/20 【対象】経済学科、人文学部
就職活動全体スケジュール　夏のインターンシップについて

協力：マイナビ Ｂ２１

4/27 【対象】経営学科、人間科学部
就職活動全体スケジュール　夏のインターンシップについて

協力：マイナビ Ｂ２１

第2回 5/25 水 5限 自己分析①インターンシップのエントリーシートの書き方 自己ＰＲ　と　インターンシップの志望動機の書き方　協力：リクルート オンライン

第3回 6/1 水 5限 夏インターン情報解禁　業界・職種の選び方、就職筆記試験について 協力：ディスコ　　※申込・参加者に業界MAP 稲置講堂

7/6 5限 【対象】経済学科、人文学部
公務員・教員志望含む進路ガイダンス　就活体験談

進路の希望を問わず全員参加。　☆進路登録カード配布
※就活しない学生、支援を必要としない学生も参加してください　※参加者にマナー
本

稲置講堂

7/13 5限
【対象】経営学科、人間科学部
公務員・教員志望含む進路ガイダンス　就活体験談

進路の希望を問わず全員参加。　☆進路登録カード配布
※就活しない学生、支援を必要としない学生も参加してください　※参加者にマナー
本

稲置講堂

模試①
（第5回）

7/20 水 5限～6限 民間・公務員・教員　SPIテスト（性格テストを含む） HBえんぴつ、消しゴム持参　※申込・参加者にSPIテキスト
B21と各教室
（後日案内）

4限 【対象】経済学科、人文学部
ビジネスマナー

　講師：マナーを専門とする外部講師　※服装：リクルートスタイル

　★進路登録カード提出　　※申込・参加者にオンライン対策グッズ
Ｂ２１

5限
【対象】経営学科、人間科学部
ビジネスマナー

　講師：マナーを専門とする外部講師　※服装：リクルートスタイル

　★進路登録カード提出　　※申込・参加者にオンライン対策グッズ
稲置講堂

模試②
Web

- Webテスト①　（マイナビ　「第4回全国一斉WEB模擬テスト」） 「マイナビ2024」各自会員登録後、専用URLにて受験 各自で

4限 夏インターン振り返り、就職活動の軸（グループディスカッション） 申込制　対象：原則夏のインターンに参加した学生　協力：リクルート
オンライン

（後日案内）

5限 夏インターン振り返り、就職活動の軸（グループディスカッション） 申込制　対象：原則夏のインターンに参加した学生　協力：リクルート
オンライン

（後日案内）

OBOG 9/25  日  後日案内  ＯＢ・ＯＧ（若手社員）より学ぶ会  申込制：オフィスカジュアルもしくはスーツどちらでも可  オンライン

4限
【対象】経済学科、人文学部
ＳＰＩ性格検査解説　自己分析②（短所について、学チカ、学業）

申込制：ガイダンス当日14時までに進路支援課へ結果を取りに来る
B21

（後日案内）

5限
【対象】経営学科、人間科学部
ＳＰＩ性格検査解説　自己分析②（短所について、学チカ、学業）

申込制：ガイダンス当日14時までに進路支援課へ結果を取りに来る
C52・53

（後日案内）

第9回 10/12 水 5限 秋冬インターンについて　面接での自己PRについて 協力：マイナビ
対面/オンライン

10/19 【女子】ビジネスマナー（身だしなみ編）
メイクアップ・ヘアスタイル

　申込制　講師：ＰＯＬＡ、美容師
　スーツ着用

10/26
【男子】ビジネスマナー（身だしなみ編）
ヘアスタイル・スーツの着こなし等

　申込制　講師：洋服の青山、美容師
　スーツ着用

写真撮影
① 10/27 木 8:50～18:00 【女子】履歴書写真撮影会　（プロカメラマン岡村様・美容室アラン様による） 希望者女子学生対象、詳細は後日案内。　スーツ着用 C31～C33

写真撮影
② 10/28 金 8:50～17:00 【男子】履歴書写真撮影会　（プロカメラマン岡村様・美容室アラン様による） 希望者男子学生対象、詳細は後日案内。　スーツ着用 C31～C33

写真撮影
③ 11/9 水 8:50～18:00 【男女】履歴書写真撮影会　（プロカメラマン岡村様・美容室アラン様による） 希望者男子女子学生対象、詳細は後日案内。　スーツ着用 C31～C33

写真撮影
④ 11/11 金 8:50～17:00 【女子】履歴書写真撮影会　（プロカメラマン岡村様・美容室アラン様による） 希望者女子学生対象、詳細は後日案内。　スーツ着用 C31～C33

模試③
Web

- Webテスト③　（キャリタス模試　「玉手箱形式問題」） 「キャリタス就活2024」各自会員登録後、受験 各自で

OBOG 11/16 水 後日案内 ＯＢ・ＯＧ（若手社員）より学ぶ会 申込
モウシコミ

制
セイ

：オフィスカジュアルもしくはスーツどちらでも可 オンライン

模試④
（第11回）

11/15～17 火～木 クレペリン模試 申込制：希望者　持ち物：HBえんぴつ
各教室

（後日案内）

メンタイコ
合宿A 11/19・20 土日

19日12：00頃～
20日13：00頃

メンタイコ講座
（面接対策自己分析・履歴書作成対策・集団面接体験）

希望者のみ、詳細は後日案内
石川県青少年
総合研修ｾﾝﾀｰ

メンタイコ
合宿B 11/26・27 土日

26日12：00頃～
27日13：00頃

メンタイコ講座
（面接対策自己分析・履歴書作成対策・集団面接体験）

希望者のみ、詳細は後日案内
石川県青少年
総合研修ｾﾝﾀｰ

第12回
（業研①）

11/30 水 5限
合説での質問・メモのポイント
学内業界研究①

申込制　スーツ着用　★ 後日案内

業研② 12/4 日 9:30～12：20 学内業界研究② 申込制　スーツ着用　★
オンライン
(ZOOM)

第13回
（業研③）

12/7 水 5限
志望動機の書き方①　基礎編
学内業界研究③

申込制　スーツ着用　★
オンライン
(ZOOM)

第14回
（業研④）

12/14 水 5限
志望動機の書き方②　応用編
学内業界研究④

申込制　協力：マイナビ　スーツ着用　★
オンライン
(ZOOM)

面接
合宿A 12/17・18 土日

17日12：00頃～
18日13：00頃

面接合宿（A日程）
（集団・個人面接対策・実践）

希望者のみ、詳細は後日案内。
石川県青少年
総合研修ｾﾝﾀｰ

業研⑤ 12/21 水 5限 学内業界研究⑤ 申込制　スーツ着用　★
オンライン
(ZOOM)

模試⑤
Web

- Webテスト②　（リクナビ　「第2回言語・非言語Webテスト」） 「リクナビ2024」各自会員登録後、専用URLにて受験 各自で

第15回 1/18 水 5限 ビジネス訪問・対応マナー実践　（電話応対、Ｅメール） 　申込制　講師：リクルート
オンライン
(ZOOM)

第16回
（業研⑥）

1/25 水 5限 職種研究（サービス、営業）
学内業界研究⑥

　申込制　協力：マイナビ　　スーツ着用　★
オンライン
(ZOOM)

OBOG 1/28 土 後日案内 ＯＢ・ＯＧ（若手社員）より学ぶ会 　申込制：オフィスカジュアルもしくはスーツどちらでも可　　 オンライン

面接合宿
B（通学） 2/17 金 9：00～18：00

面接対策（B日程）　日帰り
（集団・個人面接対策・実践）

希望者のみ、詳細は後日案内。
石川県青少年
総合研修ｾﾝﾀｰ

面接合宿
C（通学） 2/18 土 9：00～18：00

面接対策（C日程）　日帰り
（集団・個人面接対策・実践）

希望者のみ、詳細は後日案内。
石川県青少年
総合研修ｾﾝﾀｰ

第17回 2/22 水 5限 就活情報解禁直前ガイダンス、内定をもらったら 　申込制　協力：マイナビ・リクナビ
オンライン
(ZOOM)

業研⑦ 2/24 金 9:30～12：20 学内業界研究⑦ 申込制　スーツ着用　★
オンライン
(ZOOM)

業研⑧ 2/27 月 9:30～12：20 学内業界研究⑧ 申込制　スーツ着用　★
オンライン
(ZOOM)

第18回 4月 - 後日案内 ４月からの動き方、最終面接対策 申込制　就活状況により、複数日実施する可能性あり 後日案内

第19回 6月 - 後日案内 ４年生向け就職ガイダンス、夏からの動き方 申込制　就活状況により、複数日実施する可能性あり。就活継続中の学生は参加必須 後日案内

日　程

【日程順】3年次（2024年3月卒業見込み者）対象　　2022年度進路・就職ガイダンス等の予定一覧

現時点での日程、場所などを記載してあります。確定した日程や場所の変更などは、ほしなびやアクティブメールでお知らせします。

・遅刻者は基本入室できません。やむを得ない場合や申込制ガイダンスの欠席は、開始前に電話連絡をしてください。
・やむを得ず欠席し、当日の資料閲覧を希望する場合は、ガイダンスの翌週の火曜までは進路支援課にて可能です。

★：集合場所の入口にて、希望者に対してスーツの着こなし・ヘアスタイルなどの身だしなみを確認します（対面式の場合）

第1回 水

7/7～7/29

5限

進路
（第４回）

水

第6回 7/27 水

　進路登録カード提出（2024年3月卒業予定者全員）　　※7/20・27ガイダンス時に提出も可能

8月以降 　相談・添削・模擬面接（進路登録カード提出後、希望者随時）

9/6～9/12

後日案内

第7回 9/21 水

11/10～11/20

：参加費用が発生するもの（費用等の詳細は後日案内）

第8回 9/28 水

第10回 水 5限～6限
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ほし☆たびは、2010 年 8 月より名古屋－北海道苫小牧間の２泊３日で実

施されました。船内の逃げ場のない中で、自己 PR やグループディスカ

ッション等を何度も繰り返し行うことで、自分の成長に自信をつけ、就

職活動へ臨むための事前準備を行う。 

就職合宿では、内定を獲得した先輩が就職活動を行う後輩サポートし、

プレゼンテーション、面接練習を徹底して何度も繰り返し行います。こ

の合宿へ参加することで、就職活動への意識をさらに高めることができ

ます。 

就職合宿の概要 
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